
むつ下北援農ボランティアについての確認事項 

 

Ⅰむつ下北援農ボランティアの目的と概要 

【1.目的】 

・むつ下北地域の農業の労働力を補完する 

・生活者の農業への理解促進 

・健康促進、生きがいづくり 

【2.事業の概要】 

農作業に関心のある生活者と、お手伝いを必要と

している農業者のマッチング。 

注）本事業では、アルバイトのあっせんはいたし

ませんが、継続して働きたい場合、農家さんへの直

接交渉は妨げません。 

【3.運営】 

本事業は、合同会社むっつのたねが事務局を運営

する。 

 

Ⅱ登録に係る事項 

【4.ボランティア登録条件】 

ボランティアへの登録は、下記の条件を満たす方

にお願いします。 

（1）農家の指導に従って農作業のお手伝いができ

ること（経験不問）。 

（2）無償で援農活動に参加できること。 

（交通費、作業被服、飲み物、弁当等、全て自

己負担） 

（3）現地まで、自力で来られること。 

（3）電子メールで、事務局や農家と連絡がとれる

こと。 

（4）高校生以上であること。 

※年齢上限はありませんが、屋外で農作業が

できる体力は必要です。 

（5）ボランティア活動に理解があり、受入農家・

他のボランティアに迷惑をかけない等、基本

的マナーが守れること。 

（6）本紙「むつ下北援農ボランティアにおける確

認事項」の内容について承諾できる方。 

【4.ボランティアが行う作業】 

畑・ビニールハウス等での農作業（栽培管理など）

や、農作物の出荷作業をします。受入農家がボラン

ティアに作業内容を指導し、ボランティアは農家と

一緒に農作業を行います。 

ボランティアが安全に作業できるよう農家が指

示をしますが、ボランティア各自の経験・能力によ

り困難と思われる作業は、無理をしないようにして

ください。 

農家の指示にない作業は行わないでください。 

【5.活動場所】 

受入農家が経営するむつ下北地域の圃場です。 

現地集合、現地解散です。 

【6.登録・活動にかかる費用】 

ボランティアへの登録は無料です。 

ただし、参加にかかる交通費、作業服、作業靴、

帽子、飲み物、弁当等は自己負担です。 

【7.登録方法】 

（１） HPから登録 

（２） メールで登録。62en.no@gmail.com 宛

に、下記の内容を送信してください。 

① 件名：ボランティア登録希望 

② 氏名（ふりがな） 

③ 電話番号（携帯） 

④ 住所 

⑤ 生年月日 

⑥ 連絡に使用するメールアドレス（送信ア

ドレスの場合は不要 

⑦ その他自由記入 

【8.連絡調整】 

事務局・受入農家との連絡調整には主に電子メー

ルを使用します（SNSを利用する場合もあります。

緊急時は電話も使用します）。事務局・農家からの返

信を要するメール、電話の着信に対しては返信をお

願いします（「了解」など簡単な返信で構いません）。 

 

Ⅲ援農への参加に係る事項 

【9.援農ボランティア募集メールの配信】 

農家からの依頼があったときに、登録している方

に、「援農ボランティア募集情報」のメールを配信し

ます。詳細は、HP にリンクして紹介します（メー

ルが長くなるため）。 

HP を見られない方などは、登録時にご相談くだ

さい。 
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【10.援農ボランティアの参加申込み】 

援農ボランティアへの参加は、詳細を掲載してい

るHP から申し込みできます。 

【11.参加の確定・通知】 

援農参加申込みをしたボランティアに対して、事

務局、または受け入れ農家から、日時や確認事項を

ご連絡します。 

申し込み後、3日以上連絡がない場合は、お問い

合わせください。 

【12.農家からの中止の連絡】 

参加確定後、天候などやむを得ない事情により、

ボランティアの受入を中止する場合は、原則、前日

の 19 時までに連絡します。 

【13.ボランティアからのキャンセル】 

参加確定後に、参加をキャンセルする場合は、速

やかにご連絡ください。前日までは、事務局に、当

日は、農家にお願いします。 

 

Ⅳその他の事項 

【14.保険】 

ボランティアは、事務局の保険料負担で、行事参

加者傷害保険に加入しています。ボランティア活動

参加中（現地集合～解散まで）に怪我をした場合に

は、すみやかに病院で診察・治療を受け、事務局に

ご連絡ください。 

なお、事務局の連絡調整によらない援農ボランテ

ィア活動は、事務局の加入している保険の支払対象

とはなりません。 

【15.写真の撮影・記事の利用】 

援農ボランティアＰＲのため、事務局のＨＰ、パ

ンフレット等に、活動状況を掲載することがありま

す。活動状況の写真撮影、ＨＰ・パンフレット等へ

の写真・記事掲載にできるだけご協力ください。不

都合な場合は、お申し出ください。 

【16.研修・イベント等】 

援農ボランティア募集のほか、ボランティア向け

の研修・講座、その他事務局の実施するイベント等

のご案内をすることがあります。 

【17.ボランティア登録の取消】 

事務局は、ボランティアが次項のいずれかに該当

する場合は登録を取消します。 

（1）登録取消の申し出があったとき。 

（2）事務局からの電子メールが不達当、事務局・

農家からの電話・メール等問合せに対して返

信がなく連絡調整ができなくなったとき。 

（３）農家の指示に従わない、または農家の指示に

ない作業を行ったとき。 

（４）農家および他の参加者にとって迷惑行為を行

い、著しいマナー違反と事務局が判断しとき。 

（５）事務局が登録の取消を必要・妥当と判断した

とき。 

【18.登録取消および登録内容の変更方法】 

登録の取消を希望するとき、登録内容を変更した

いときは、事務局にご連絡ください。 

【19.個人情報の目的外利用の禁止・個人情報の取

り扱いについて】 

ボランティアの活動上知り得た個人情報は、ボラ

ンティアの活動に係る連絡調整以外には使用しな

いでください。 

また、個人情報の取り扱いに注意し、活動中や活

動を辞めた後に関わらず、第三者に漏らすことのな

いようにしてください。 

【20.事務局における個人情報の取扱いについて】 

本事業において事務局が取得した個人情報は、本

事業の事務連絡や運営管理、各種事業案内やアンケ

ート調査依頼に使用します。 

【21.事業の変更・終了について】 

本事業は、マッチングの手法等を変更する場合が

あります。 

お手伝いを希望する農家がない場合など、本事業

を終了することがあります。 

【22.問合せ先】 

ご不明な点は、下記にお問い合わせください。 

合同会社むっつのたね 久保 里砂子 

〒035-0053むつ市緑町 16-12-2-301 

ＴＥＬ：090-4816-6251 

Ｅメール：62en.no@gmail.com 

 

令和 2年 4月 9日 
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